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Ｅ－10 

建築物の解体等の作業を行う場合のアスベスト使用の有無の事前調査は、金属製の

建材のみの取り替えや、既存材料の損傷、除去が発生しない工事でも必要ですか。

（令和５年１月13日追加） 

【答】 

建築物等の解体等工事を行う元請業者は事前調査を行う義務がありますが、以下の作業は「建築物

等の解体等工事」に該当しないため、事前調査を行う必要はありません。 

 

・除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿

等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により

容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが

可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。 

・釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんど

ないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が

使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必

要があること。 

・既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加

するのみの作業 

 

参考 

○令和２年11月 30 日付け環水大大発第2011301 号 環境省水・大気環境局長通知「大気汚染防

止法の一部を改正する法律の施行等について 第３ 事前調査 １ 事前調査の対象等」 

https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main13.pdf 

 

 


